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資料③

資料②

資料①

「
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
調
査
」に
要
注
意
！税

理
士　

清
家　

裕

経税部経税部
だよりだより

　

税
務
署
が
納
税
者
に
対
し

て
行
う
税
務
調
査
は
、
納
税

者
の
「
理
解
と
協
力
」
の
下

に
行
わ
れ
る
任
意
調
査
で

す
。
任
意
調
査
は
納
税
者
の

承
諾
を
得
て
行
わ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
任
意
調

査
に
関
す
る
法
律
が
変
更
に

な
り
ま
し
た
。
任
意
調
査
の

諸
規
定
が
国
税
通
則
法
に
ま

と
め
ら
れ
、
２
０
１
３
年
１

月
か
ら
変
更
後
の
税
務
調
査

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

国
税
通
則
法
に
税
務
署
の

職
員
は
「
所
得
税
、
法
人
税

又
は
消
費
税
に
関
す
る
調
査

に
つ
い
て
必
要
が
あ
る
と
き

は
、
納
税
者
に
質
問
し
、
納

税
者
の
事
業
に
関
す
る
帳
簿

書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査

し
、
こ
れ
ら
の
物
件
の
提
示

若
し
く
は
提
出
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
。」
と
す
る
権

限
を
定
め
て
い
ま
す
。
こ
れ

を
質
問
検
査
権
と
称
し
、
相

続
税
な
ど
に
も
同
様
の
質
問

検
査
権
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
質
問
検
査
権
を
行
使

す
る
に
あ
た
り
、
税
務
署
は

「
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
調
査
」
な

る
用
語
を
使
い
、
税
務
調
査

で
「
最
小
の
コ
ス
ト
で
最
大

の
効
果
」
を
上
げ
よ
う
と
し

て
い
ま
す
。
国
税
庁
は
こ
の

「
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
調
査
」

を
、「
調
査
と
行
政
指
導
の

組
み
合
わ
せ
に
よ
り
、
調
査

に
よ
る
波
及
・
牽
制
効
果
を

最
大
化
」
す
る
手
法
だ
と
し

て
い
ま
す
。「
調
査
と
行
政

指
導
の
組
み
合
わ
せ
」
に
よ

る
こ
の
手
法
の
法
的
根
拠
を

見
定
め
、
納
税
者
と
し
て
的

確
に
対
応
す
る
こ
と
が
極
め

て
重
要
で
す
。

　

そ
こ
で
、
以
下
に
「
ハ
イ

ブ
リ
ッ
ド
調
査
と
は
如
何
な

る
も
の
か
」
を
説
明
し
た
い

と
思
い
ま
す
。

　

税
務
職
員
が
納
税
者
の
事

業
所
な
ど
で
質
問
検
査
権
を

行
使
す
る
場
合
を
「
実
地
の

調
査
」
と
呼
び
、「
実
地
の

調
査
」
を
行
う
場
合
に
は
、

税
務
署
長
は
原
則
と
し
て
納

税
者
に
事
前
通
知
を
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、

調
査
終
了
時
に
更
正
決
定
等

の
処
分
が
必
要
で
な
い
場
合

に
は
、
調
査
終
了
通
知
書
を

納
税
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

（
１
）  「
実
地
の
調
査
」

に
よ
る
調
査

①
11
項
目
の
事
前
通
知

　

事
前
通
知
を
し
て
「
実
地

の
調
査
」
を
行
う
場
合
に

は
、
納
税
者
に
11
項
目
の
事

前
通
知
（
資
料
①
）
を
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
現

在
、
事
前
通
知
は
調
査
担
当

の
税
務
職
員
が
電
話
で
行
っ

て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
国
税

通
則
法
の
規
定
に
反
し
ま

す
。
事
前
通
知
を
す
る
の
は

税
務
署
長
で
す
。
し
た
が
っ

て
、
事
前
通
知
は
税
務
署
長

名
の
文
書
で
通
知
す
る
以
外

に
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

②
調
査
終
了
文
書
の
交
付

　
「
実
地
の
調
査
」を
行
っ
た

結
果
、「
更
正
決
定
等
を
す
べ

き
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
」

に
は
、
税
務
署
長
は
そ
の
旨

を
納
税
者
に
文
書
で
通
知
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
よ
う
に
、
納
税
者
は

「
実
地
の
調
査
」
で
税
務
調

査
を
受
け
る
場
合
に
は
、
11

項
目
の
事
前
通
知
と
調
査
終

了
文
書
の
交
付
を
受
け
る
権

利
を
持
っ
て
い
ま
す
。

（
２
） 「
実
地
の
調
査
」

以
外
の
調
査

　

「
実
地
の
調
査
」
以
外

で
、
質
問
検
査
権
の
行
使
を

求
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
資
料
②
が
そ
れ
で
す
。

「
調
査
を
い
た
し
ま
す
」
と

の
文
言
を
使
い
、
日
時
を
指

定
し
て
納
税
者
を
税
務
署
に

呼
び
出
す
文
書
で
す
。「
調

査
」
の
名
に
よ
る
呼
び
出
し

で
す
。
こ
れ
は
質
問
検
査
権

の
行
使
で
す
が
、「
実
地
の

調
査
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の

で
、
税
務
署
長
は
11
項
目
の

事
前
通
知
や
調
査
終
了
文
書

の
交
付
を
行
う
義
務
は
あ
り

ま
せ
ん
。
呼
び
出
し
に
応
じ

て
調
査
を
受
け
る
の
か
、
呼

び
出
し
に
対
し
て
「
実
地
の

調
査
」
を
求
め
る
の
か
、
対

　

ま
た
資
料
③
の
よ
う
に
、

「
行
政
指
導
」
と
称
し
て
納

税
者
を
税
務
署
に
呼
び
出
す

文
書
が
送
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
質
問
検
査
権
の
行
使

と
し
て
の
調
査
で
は
あ
り
ま

処
の
仕
方
を
考
え
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

せ
ん
。
行
政
指
導
で
す
か

ら
、
呼
び
出
し
に
応
じ
る
か

ど
う
か
は
納
税
者
の
任
意
で

す
。
応
じ
な
い
こ
と
を
理
由

と
す
る
不
利
益
処
分
を
課
す

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
こ
の
行
政
指
導
に
応
じ

な
け
れ
ば
、
応
じ
な
か
っ
た

　

以
上
の
よ
う
に
、
法
的
根

拠
に
も
と
づ
く
税
務
調
査
は

国
税
通
則
法
の
質
問
検
査
権

の
行
使
で
す
。
質
問
検
査
権

の
行
使
に
は
、「
実
地
の
調

査
」
と
「
実
地
の
調
査
」
以

外
の
呼
び
出
し
に
よ
る
調
査

が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
質

問
検
査
権
の
行
使
以
外
に

も
、
法
的
根
拠
に
も
と
づ
か

な
い
行
政
指
導
に
よ
る
呼
び

出
し
調
査
を
行
っ
て
い
ま

す
。
税
務
署
は
こ
れ
ら
の
手

法
を
混
合
し
な
が
ら
、
税
務

調
査
で
「
最
小
の
コ
ス
ト
で

最
大
の
効
果
」
を
挙
げ
よ
う

と
し
て
い
る
の
で
す
。

　

こ
れ
ら
を
混
合
し
た
調
査

を
「
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
調
査
」

と
呼
ん
で
、
税
務
調
査
を
展

開
し
て
い
ま
す
。
こ
の
「
ハ

イ
ブ
リ
ッ
ド
調
査
」
に
は
、

脱
法
性
・
違
法
性
が
含
ま
れ

て
い
ま
す
の
で
注
意
が
必
要

で
す
。

　

「
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
調
査
」

に
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
の

か
、
納
税
者
個
々
人
に
的
確

な
対
応
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

（
な
お
、
資
料
②
・
③
の
下

線
は
筆
者
が
挿
入
し
た
。）

 

（
終
わ
り
）

こ
と
を
理
由
に
し
て
、「
調

査
」
の
名
に
よ
る
呼
び
出
し

調
査
を
し
て
い
ま
す
。一
方
、

こ
の
行
政
指
導
に
応
じ
て
、

納
税
者
が
修
正
申
告
書
等
を

提
出
す
れ
ば
、
過
少
（
無
）

申
告
加
算
税
を
賦
課
し
な
い

取
り
扱
い
を
し
て
い
ま
す
。

１
．
税
務
署
が
行
う
税
務
調
査

１
．
税
務
署
が
行
う
税
務
調
査

３
．
行
政
指
導
に
よ
る
呼
び
出
し
調
査

３
．
行
政
指
導
に
よ
る
呼
び
出
し
調
査

４
．「
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
調
査
」に
要
注
意

４
．「
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
調
査
」に
要
注
意

２
．
質
問
検
査
権
に
も
と
づ
く
税
務
調
査

２
．
質
問
検
査
権
に
も
と
づ
く
税
務
調
査

所得税の確定申告についてのお尋ね

記

〒

様

※　既に税理士と契約されている方は、税理士にご相談ください。

この文書は、行政指導として送付しているものであり、その責任者は表記の税務署長です。

※　担当者にご連絡いただく際は、税務署の電話番号におかけいただいた後、自動音声案内にしたがって、「2」を選択してください。

担　当 個人課税第○部門 電話 00－0000－0000　内線000・000

税務署長の氏
名の記載及び
署長印の押な
つは省略して
あります。　

○○税務署長

整理番号　0000000
平成25年　 月　 日

上記の期限までに、出署いただけない場合には、調査を実施する場合があり、この調査の結果、申告
内容を是正することになったときは、過少（無）申告加算税が課されることがあります。　　　　　

１　日時
　　平成25年○月○日（○）　　00時00分ごろ

２　お尋ねしたい事項
　　事業所得内容について（事業の内容・売上、仕入及び、経費の明細等）

３　必要な書類
　■　事業所得の金額が分かるもの（帳簿　売上、仕入及び、経費の領収書・請求書等
 平成23年分及び、平成24年分）　　
　□　不動産所得の金額が分かるもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　□　消費税の課税売上、課税仕入などの消費税額の計算に必要な帳簿書類等
　■　印鑑
　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　税務行政につきましては、日頃からご協力いただきありがとうございます。
　さて、あなたの平成23年分及び、平成24年分所得税の確定申告につきまして、お尋ね
したいことがございますので、お忙しいところ誠に恐れ入りますが、下記の日時に必要
な書類等をご持参の上、当署個人課税第○部門までおいでいただきますようご案内いた
します。
　なお、ご都合の悪い場合やお尋ねしたい事項等にご不明な点などがある場合は、ご面
倒ですが、担当者までご連絡くださいますようお願いいたします。

所得税・消費税及び地方消費税の申告について

記

〒

様

１　日時
　平成25年○月○日（木）午後２時ごろ

２　お尋ねしたい事項
　所得税・消費税及び地方消費税の確定申告について

３　必要な書類等（チェックのあるもの）
　□　この文書及び印章
　□　　事業　所得の計算に必要な帳簿書類等
　□　課税売上・課税仕入などの消費税額の計算に必要な帳簿書類
　□　生命（地震）保険料の支払証明書
　□　社会保険料（国民年金保険料）控除証明書等
　□　給与所得・公的年金等の源泉徴収票
　□　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

この文書による来署の依頼の責任者は、表記の税務署長です。

連
絡
先

担当者 個人課税第○部門

電　話 ○○○○

税務署長の
氏名の記載
及び署長印
の押印は省
略しています○○税務署長

平成25年○月○日

一連番号 ○○○○○

　税務行政につきましては、日頃からご協力いただきありがとうございます。
　さて、先般お送りしました「所得税・消費税及び地方消費税の確定申告書の提出につ
いて」につきましては、御回答をいただいていないようです。
　つきましては、あなたの平成24年分の所得状況などについて内容を確認するために、
調査をいたしますので、お忙しいところ誠に恐れ入りますが、下記の日時に必要な書類
等をご持参の上、当署個人課税部門までおいでいただきますようご案内いたします。
　なお、当日ご都合が悪い場合やお尋ねしたい事項等にご不明な点などがある場合は、
ご面倒ですが、担当者までご連絡くださいますようお願いいたします。

※ 　担当者にご連絡いただく際は、税務署
の電話番号におかけいただいた後、自動
音声案内にしたがって、「２」を選択し
てください。

①実地の調査を行うことの旨
②調査を行う日時
③調査を行う場所
④調査の目的
⑤調査の対象となる税目
⑥調査の対象となる期間
⑦ 調査の対象となる帳簿書類その他の
物件
⑧調査対象者の氏名など
⑨調査担当職員の氏名及び所属官署
⑩上記②③は変更が可能であること
⑪ 通知事項以外に
非違が疑われる
事となった事項
は、改めて通知
しなくても質問
検査できるとい
う説明

事前通知11項目


